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表
紙
の
写
真
は
、
５
月
11
日
、
い
わ
き
市
常
磐
西
郷
町
に
あ
る
﹁
能
満
寺

︵
浄
土
宗
︶
﹂
境
内
に
お
い
て
行
わ
れ
た
沖
縄
の
伝
統
芸
能
﹁
エ
イ
サ
ー
﹂
の

奉
納
演
舞
の
様
子
で
す
。

　
﹁
エ
イ
サ
ー
﹂
の
起
源
は
、
現
在
の
西
郷
町
で
生
ま
れ
た
江
戸
時
代
初
期

の
名
僧
袋
中
上
人
︵
た
い
ち
ゅ
う
し
ょ
う
に
ん
︶
が
、
琉
球
国
︵
沖
縄
県
︶

に
滞
在
し
て
い
た
際
に
、
仏
典
を
踊
り
な
が
ら
唱
え
る
﹁
念
仏
踊
り
﹂
を
伝

え
た
の
が
﹁
エ
イ
サ
ー
﹂
へ
と
発
展
し
た
と
の
説
が
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
﹁
エ
イ
サ
ー
﹂
の
呼
び
名
に
つ
い
て
も
、
﹁
エ
イ
サ
ー
、
エ
イ
サ

ー
、
・
・
・
﹂
と
い
う
囃
子
か
ら
き
て
い
る
と
い
う
説
も
あ
り
、
起
源
や
呼
び

名
に
つ
い
て
は
、
現
在
も
検
証
が
続
け
ら
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
す
。

　
こ
の
日
、
演
舞
を
披
露
し
た
の
は
市
内
各
地
で
の
慰
問
公
演
を
目
的
に
来

県
し
た
東
京
中
野
区
の
エ
イ
サ
ー
団
体
﹁
東
京
中
野
区
新
風
︵
あ
ら
か
じ
︶

エ
イ
サ
ー
﹂
の
メ
ン
バ
ー
で
、
袋
中
上
人
と
ゆ
か
り
の
あ
る
能
満
寺
︵
袋
中

上
人
が
幼
少
の
こ
ろ
修
学
︶
で
の
公
演
は

欠
か
せ
な
い
と
し
て
、
急
遽
開
催
と
な
っ

た
も
の
で
す
。

　
メ
ン
バ
ー
の
多
く
は
、
都
内
に
居
住
す

る
沖
縄
出
身
の
若
い
男
女
で
す
。

﹁
エ
イ
サ
ー
﹂
の
踊
り
は
、
袋
中
上
人
の

故
郷
い
わ
き
の
じ
ゃ
ん
が
ら
念
仏
踊
り
と

似
て
い
る
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
地

謡
、
三
線
、
太
鼓
、
手
踊
り
に
よ
る
勇
壮

な
演
舞
は
、
じ
ゃ
ん
が
ら
念
仏
踊
り
と
は

ま
た
一
味
違
っ
て
、
魂
を
揺
さ
ぶ
る
よ
う

な
力
強
い
躍
動
感
を
印
象
付
け
る
素
晴
ら

し
い
踊
り
で
し
た
。

　
︵
執
筆
・
撮
影
　
佐
川
良
平
　
委
員
︶

袋
中
上
人
ゆ
か
り
の
地
で
沖
縄
エ
イ
サ
�
踊
り

QQAA
農
業
委
員
会
事
務
局
農
地
調
整
係

　
農
地
の
貸
し
借
り
や
売
買
︵
農
地
の
権
利
移
動
︶
は
、
農
地

法
第
３
条
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
、
農
業
委
員
会
の
許
可
が
必
要

に
な
り
ま
す
の
で
、
い
わ
ゆ
る
﹁
３
条
申
請
﹂
を
申
請
受
付
日

に
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　
申
請
内
容
の
不
備
等
に
よ
り
申
請
受
付
日
に
受
理
で
き
な
い

場
合
、
申
請
受
付
は
翌
月
以
降
に
な
り
ま
す
の
で
、
お
急
ぎ
の
際
は
申
請
内
容
の
確
認
な
ど
事
前
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

農
地
の
貸
し
借
り
や
売
買
、
転
用
を
す
る
際
に
必
要

な
手
続
き
は
？

【
お
問
い
合
わ
せ
】

（
☎
2
2
ー
7
5
7
8
）

　
農
地
の
転
用
は
、
農
地
を
農
地
以
外
︵
住
宅
、
駐
車
場
、
資
材
置
場
、
店
舗
、
植
林
な
ど
︶
の
用
途
に

変
更
す
る
こ
と
で
す
。

　
自
ら
の
農
地
を
転
用
す
る
場
合
は
﹁
４
条
申
請
﹂
、
他
人
の
農
地
を
転
用
し
て
権
利
を
移
動
す
る
場
合

は
﹁
５
条
申
請
﹂
の
手
続
き
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　
４
条
及
び
５
条
の
許
可
権
者
は
県
知
事
︵
４
ha
を
超
え
る
場
合
は
農
林
水
産
大
臣
︶
で
す
が
、
申
請
は

市
町
村
の
農
業
委
員
会
で
受
理
し
、
意
見
を
添
え
て
県
に
提
出
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
な
お
、
４
条
及
び
５
条
に
基
づ
く
手
続
き
は
、
市
街
化
区
域
内
の
場
合
は
届
出
制
に
な
り
ま
す
。
ご
相

談
い
た
だ
く
際
に
は
、
対
象
と
な
る
農
地
が
市
街
化
区
域
の
内
外
い
ず
れ
に
属
す
る
の
か
を
事
前
に
ご
確

認
い
た
だ
き
ま
す
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

︽
農
地
法
第
3
条
の
趣
旨
︾
不
耕
作
目
的
︵
資
産
保
有
目
的
、
投
機
目
的
等
︶
で
の
農
地
の
権
利

移
動
を
規
制
し
、
農
地
等
が
担
い
手
等
の
生
産
性
の
高
い
経
営
体
に
よ
っ
て
利
用
さ
れ
る
よ
う
に

誘
導
す
る
も
の
。

︽
農
地
法
第
4
条
及
び
5
条
の
趣
旨
︾
農
地
の
農
業
的
利
用
と
非
農
業
的
利
用
と
の
調
整
を
図

り
、
農
地
の
荒
廃
・
乱
開
発
を
防
止
し
て
優
良
農
地
を
確
保
す
る
た
め
の
も
の
。

※
受
付
日
が
閉
庁
日
の
場
合
は
翌
開
庁
日
、
交
付
日
が
閉
庁
日
の
場
合
は
直
前
の
開
庁
日
に
な
り
ま
す
。

違
反
転
用
し
た
場
合
、
重
い
罰
金
が
課
せ
ら
れ
ま
す
。

三
年
以
下
の
懲
役
又
は
三
百
万
以
下
の
罰
金
︵
法
人
は
一
億
円
以
下
の
罰
金
︶

注
意

手
続
き
の
区
分

許

可

申

請

届

出

手
続
き
の
種
類

申
請
受
付
日

許
可
証
等
交
付
日

処

理

期

間

農
地
法
第
3
条

毎
月
1
日

受
理
当
月
の
末
日

1
ヵ
月
間

農
地
法
第
4
条
・
5
条

毎
月
1
日

受
理
翌
月
の
　
日
前
後

7
週
間
程
度

農
地
法
第
4
条
・
5
条

毎
月
5
日
・
　
日

毎
月
　
日
・
末
日

　
日
間
程
度

17

20

15

10


